
 

 

 

多言語生活情報 
 

 C 結婚
けっこん

・離婚
り こ ん

 のトップへ 

  

C 結婚
けっ こん

・離婚
り こ ん

 

2 離
り

婚
こん

 

 日
に

本
ほん

に住
す

んでいる外
がい

国
こく

人
じん

も、日
に

本
ほん

国
こく

内
ない

で離
り

婚
こん

したときは離
り

婚
こん

届
とどけ

を提
てい

出
しゅつ

します。また本
ほん

国
ごく

にも届
とどけ

出
で

が必
ひつ

要
よう

で

す。結
けっ

婚
こん

のときと同
どう

様
よう

、外
がい

国
こく

人
じん

登
とう

録
ろく

をはじめ各
かく

種
しゅ

届
とどけ

出
で

（3 結
けっ

婚
こん

・離
り

婚
こん

にともなう各
かく

種
しゅ

届
とどけ

出
で

参
さん

照
しょう

）が関
かん

係
けい

法
ほう

律
りつ

で定
さだ

められていますので、忘
わす

れずに行
おこな

いましょう。 

 

2-1 離
り

婚
こん

届
とどけ

 

離
り

婚
こん

届
とどけ

とは離
り

婚
こん

したときに、あなたが住
す

んでいる市
し

区
く

町
ちょう

村
そん

の役
やく

場
ば

に出
だ

す届
とどけ

出
で

のことで、離
り

婚
こん

には、話
はな

し合
あ

いに

よる協
きょう

議
ぎ

離
り

婚
こん

と、家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

が関
かん

与
よ

して成
せい

立
りつ

する調
ちょう

停
てい

離
り

婚
こん

、審
しん

判
ぱん

離
り

婚
こん

、裁
さい

判
ばん

離
り

婚
こん

があります。 

 

 (1) 夫
ふう

婦
ふ

の一
いっ

方
ぽう

が外
がい

国
こく

人
じん

の場
ば

合
あい

 

 二人
ふ た り

が離
り

婚
こん

に同
どう

意
い

すれば、日
に

本
ほん

の法
ほう

律
りつ

が適
てき

用
よう

されます。ただし、相
あい

手
て

国
こく

で有
ゆう

効
こう

かどうかはその国
くに

の法
ほう

律
りつ

によ

って異
こと

なります。また、国
くに

によって手
て

続
つづき

方
ほう

法
ほう

が異
こと

なりますから、在
ざい

日
にち

大
たい

使
し

館
かん

や領
りょう

事
じ

館
かん

などに確
かく

認
にん

しましょう。な

お必
ひつ

要
よう

ならば、離
り

婚
こん

届
とどけ

受
じゅ

理
り

証
しょう

明
めい

書
しょ

を発
はっ

行
こう

してもらいましょう。 

 子
こ

どもがいる場
ば

合
あい

は、親
しん

権
けん

者
しゃ

の氏
し

名
めい

およびその親
しん

権
けん

に服
ふく

する氏
し

名
めい

も届
とどけ

出
で

する必
ひつ

要
よう

があります。  

 

必
ひつ

要
よう

な書
しょ

類
るい

 提
てい

出
しゅつ

先
さき

／問
とい

合
あわせ

先
さき

 いつからいつまで 届
とど

け出
で

る人
ひと

 

1 離
り

婚
こん

届
とどけ

（用
よう

紙
し

は市
し

区
く

町
ちょう

村
そん

の役
やく

所
しょ

にありま

す） 

※成
せい

人
じん

の証
しょう

人
にん

2名
めい

の署
しょ

名
めい

と捺
なつ

印
いん

が必
ひつ

要
よう

 

2 戸
こ

籍
せき

謄
とう

本
ほん

1通
つう

（日
に

本
ほん

人
じん

） 

3 パスポート 

4 登
とう

録
ろく

原
げん

票
ぴょう

記
き

載
さい

事
じ

項
こう

証
しょう

明
めい

書
しょ

 

夫
おっと

か妻
つま

のどちらかひと

りの住
じゅう

所
しょ

があるところ、

または日
に

本
ほん

人
じん

の本
ほん

籍
せき

地
ち

の市
し

区
く

町
ちょう

村
そん

の役
やく

所
しょ

 

〈 協
きょう

議
ぎ

離
り

婚
こん

の場
ば

合
あい

〉

随
ずい

時
じ

届
とどけ

出
で

できます 

〈調
ちょう

停
てい

離
り

婚
こん

などの場
ば

合
あい

〉調
ちょう

停
てい

などが確
かく

定
てい

し

た日
ひ

から10 日
と う か

以
い

内
ない

に

届
とどけ

出
で

します 

〈 協
きょう

議
ぎ

離
り

婚
こん

の場
ば

合
あい

〉 夫
おっと

と妻
つま

 

〈調
ちょう

停
てい

離
り

婚
こん

、審
しん

判
ぱん

離
り

婚
こん

、裁
さい

判
ばん

離
り

婚
こん

の

場
ば

合
あい

〉申
もうし

立
たて

人
にん

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/ja/c/index.html�
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（B 外
がい

国
こく

人
じん

登
とう

録
ろく

 2 参
さん

照
しょう

） 

5 調
ちょう

停
てい

離
り

婚
こん

などでは、調
ちょう

停
てい

調
ちょう

書
しょ

、審
しん

判
ぱん

書
しょ

、

判
はん

決
けつ

書
しょ

などの謄
とう

本
ほん

と確
かく

定
てい

証
しょう

明
めい

書
しょ

 

 

※必
ひつ

要
よう

ならば、受
じゅ

理
り

された後
あと

、離
り

婚
こん

届
とどけ

受
じゅ

理
り

証
しょう

明
めい

書
しょ

を発
はっ

行
こう

してもらう 

● 離
り

婚
こん

したくないとき 

 あなたが日
に

本
ほん

人
じん

の相
あい

手
て

から離
り

婚
こん

を迫
せま

られている場
ば

合
あい

、相
あい

手
て

が勝
かっ

手
て

に離
り

婚
こん

届
とどけ

に署
しょ

名
めい

して役
やく

所
しょ

に提
てい

出
しゅつ

されてし

まうと、離
り

婚
こん

が成
せい

立
りつ

してしまいます。 

 あなたに離
り

婚
こん

の意
い

思
し

がない場
ば

合
あい

は、相
あい

手
て

（日
に

本
ほん

人
じん

）の本
ほん

籍
せき

地
ち

、居
きょ

住
じゅう

地
ち

の市
し

区
く

町
ちょう

村
そん

の役
やく

所
しょ

に離
り

婚
こん

届
とどけ

の不
ふ

受
じゅ

理
り

（受
う

け取
と

らない）申
もうし

出
で

を出
だ

しておくとよいでしょう。これにより、提
てい

出
しゅつ

後
ご

6 ヵ月
げつ

以
い

内
ない

は離
り

婚
こん

届
とどけ

の受
じゅ

理
り

を阻
そ

止
し

する

ことができます。6ヵ月
げつ

を過
す

ぎても問
もん

題
だい

が解
かい

決
けつ

に至
いた

らない場
ば

合
あい

は、再
さい

度
ど

改
あらた

めて同
おな

じ書
しょ

面
めん

を提
てい

出
しゅつ

する必
ひつ

要
よう

があり

ます。 

● 在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

の変
へん

更
こう

 

 外
がい

国
こく

人
じん

が日
に

本
ほん

人
じん

の配
はい

偶
ぐう

者
しゃ

と離
り

婚
こん

したとき、「日
に

本
ほん

人
じん

の配
はい

偶
ぐう

者
しゃ

」という身
み

分
ぶん

ではなくなりますから、ただちに帰
き

国
こく

しなければならない、というわけではありませんが、入
にゅう

国
こく

管
かん

理
り

局
きょく

で在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

変
へん

更
こう

の手
て

続
つづき

が必
ひつ

要
よう

です。在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

が「日
に

本
ほん

人
じん

の配
はい

偶
ぐう

者
しゃ

等
とう

」でなくなったので在
ざい

留
りゅう

期
き

間
かん

の更
こう

新
しん

はできません。引
ひ

き続
つづ

き日
に

本
ほん

に住
す

みたい場
ば

合
あい

は

他
ほか

の在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

を取
しゅ

得
とく

しなければなりません（A 在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

 2-8 参
さん

照
しょう

）。 

● 両
りょう

方
ほう

の国
くに

で国
こく

際
さい

結
けっ

婚
こん

の手
て

続
つづき

をした夫
ふう

婦
ふ

 

日
に

本
ほん

でだけ離
り

婚
こん

手
て

続
つづき

をして本
ほん

国
ごく

の離
り

婚
こん

手
て

続
つづき

を忘
わす

れると、本
ほん

国
ごく

ではまだ結
けっ

婚
こん

していることになっていて、再
さい

婚
こん

す

るときなどにトラブルの元
もと

になります。本
ほん

国
ごく

での離
り

婚
こん

手
て

続
つづき

は必
かなら

ずしておきましょう。 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/ja/c/index.html�
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(2) 夫
ふう

婦
ふ

の両
りょう

方
ほう

が外
がい

国
こく

人
じん

の場
ば

合
あい

 

離
り

婚
こん

成
せい

立
りつ

の要
よう

因
いん

は国
くに

によって異
こと

なりますから、それぞれの在
ざい

日
にち

大
たい

使
し

館
かん

、領
りょう

事
じ

館
かん

に手
て

続
つづき

の方
ほう

法
ほう

などを問
と

い合
あ

わせて、確
かく

認
にん

をしましょう。 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/ja/c/index.html�



